
 
 
 

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号
）
新
旧
対
照
表 

                          

改 

正 
                          

現 
 
 

行 
 

 
 
 

第
二
章 

環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
の
取
組 

 
 
 

第
二
章 

環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
の
取
組 

 

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
） 
 

 

第
三
条
の
二 

条
例
第
二
条
第
四
号
の
三
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ 

 
 

ー
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
（
動
植
物
に
由
来
す
る
有
機
物
で
あ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
源 

 
 

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ 

 
 

ス
及
び
石
炭
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
（
以
下
「
化
石
燃
料
等
」 

 
 

と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
熱
源
と
す
る
熱
、
水
力
、
地
熱
そ
の 

 
 

他
化
石
燃
料
等
を
熱
源
と
す
る
熱
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
原
子
力
を
除
く
。
） 

 
 

と
す
る
。 

 
 

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
が
相
当
程
度
多
い
事
業
所
等
） 

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
が
相
当
程
度
多
い
事
業
所
等
） 

 

第
四
条 

条
例
第
五
条
の
六
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
が
相
当
程 

第
四
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
が
相
当 

 

度
多
い
事
業
所
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該 

程
度
多
い
事
業
所
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に 

 

当
す
る
事
業
所
と
す
る
。 

該
当
す
る
事
業
所
と
す
る
。 

 

一 

燃
料
及
び
こ
れ
を
熱
源
と
す
る
熱
（
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
も
の
に
限
る 

一 

燃
料
及
び
こ
れ
を
熱
源
と
す
る
熱
（
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
も
の
に
限
る 

 

。
）
の
前
年
度
の
使
用
量
（
住
居
の
用
に
供
す
る
部
分
で
使
用
さ
れ
た
も
の 
。
）
の
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同 

 

を
除
く
。
）
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（ 
じ
。
）
の
使
用
量
（
事
業
所
に
お
い
て
運
行
又
は
運
航
の
管
理
を
行
う
自
動 

 

昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
方
式
に 

車
、
鉄
道
車
両
、
船
舶
及
び
航
空
機
の
燃
料
の
使
用
量
（
都
内
に
お
い
て
使 

 

よ
り
原
油
の
数
量
に
換
算
し
た
も
の
が
千
五
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る 

用
さ
れ
る
量
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に 

 

事
業
所 

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第 

 



 

三
条
に
規
定
す
る
方
式
に
よ
り
原
油
の
数
量
に
換
算
し
た
も
の
が
千
五
百
キ 

 

 

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
事
業
所 

 
二 
電
気
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
し
て
得
ら
れ
た
電
気
で
あ
っ
て
、 

二 

電
気
（
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
年
度
の
使
用
量
（
事 

 

当
該
電
気
を
発
生
さ
せ
た
者
が
自
ら
使
用
す
る
も
の
及
び
当
該
電
気
の
み
を 

業
所
に
お
い
て
運
行
の
管
理
を
行
う
自
動
車
及
び
鉄
道
車
両
の
電
気
の
使
用 

 

供
給
す
る
者
か
ら
供
給
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
の
前
年
度
の
使
用
量
（ 

量
（
都
内
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
量
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
が
六
百
万
キ 

 

住
居
の
用
に
供
す
る
部
分
で
使
用
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
六
百
万
キ
ロ 

ロ
ワ
ッ
ト
時
以
上
で
あ
る
事
業
所 

 

ワ
ッ
ト
時
以
上
で
あ
る
事
業
所 

 
 

２ 

条
例
第
五
条
の
六
に
規
定
す
る
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
に
係
る
規
則
で
定 

２ 

条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
は
、
事
業
所
が 

 

め
る
事
業
所
は
、
発
電
所
と
す
る
。 

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
の
翌
年
度
か
ら
原
則
と
し
て
三 

 

 

年
ご
と
に
当
該
期
間
を
計
画
期
間
と
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

３ 

条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
提
出
は
、
前 

 

 

項
に
規
定
す
る
計
画
期
間
の
初
年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
別
記
第
一
号
様
式
に 

 

 

よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
提
出
書
に
、
別
記
第
一
号
様
式
の
二
に
よ
る
地 

 

 

球
温
暖
化
対
策
計
画
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
排
出
概
況
確
認
書
の
提
出
等
） 

 
 

第
四
条
の
二 

条
例
第
五
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
排
出
概
況
確
認
書
の
提
出
は
、 

 
 

毎
年
度
四
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
概 

 
 

況
確
認
書
提
出
書
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
に
基
づ
き
作
成
す
る
排
出
概
況 

 
 

確
認
書
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

２ 

条
例
第
五
条
の
六
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
結
果
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
と 

 
 

な
る
年
度
は
、
条
例
第
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
日
の
属 

 
 

す
る
年
度
と
す
る
。 

 
 

（
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
作
成
等
） 

 
 



第
四
条
の
三 

条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
計
画
期
間
は
、 

 
 

同
項
の
規
定
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
に
あ
っ
て
は
条
例
第
五
条 

 
 

の
六
の
規
定
に
よ
り
排
出
概
況
確
認
書
を
提
出
し
、
又
は
条
例
第
七
条
の
五
第 

 
 

一
項
の
規
定
に
よ
り
結
果
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
る
日
（
結
果
報
告
書 

 
 

の
提
出
に
あ
っ
て
は
、
四
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
と
な
る
場
合
に
限
る 

 
 

。
）
、
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
に 

 
 

あ
っ
て
は
当
該
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る
年
度 

 
 

か
ら
五
箇
年
度
と
す
る
。 

 
 

２ 

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
の
提
出 

 
 

は
、
計
画
期
間
の
初
年
度
の
八
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
一
号
様
式
の
二
に
よ 

 
 

る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
案
提
出
書
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
に
基
づ
き 

 
 

作
成
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 
 

。 
 

 

３ 

条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
の
提
出 

 
 

は
、
五
月
一
日
か
ら
十
一
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
一
号
様
式
の
二
に
よ
る
地 

 
 

球
温
暖
化
対
策
計
画
書
案
提
出
書
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
に
基
づ
き
作
成 

 
 

す
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

４ 

条
例
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
提
出
は
、 

 
 

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
を
提
出
し
た
者
に 

 
 

あ
っ
て
は
計
画
期
間
の
初
年
度
の
十
二
月
末
日
ま
で
に
、
同
条
第
三
項
の
規
定 

 
 

に
よ
り
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
を
提
出
し
た
者
に
あ
っ
て
は
計
画
期
間 

 
 

の
初
年
度
の
三
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
一
号
様
式
の
三
に
よ
る
地
球
温
暖
化 

 
 

対
策
計
画
書
提
出
書
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
に
基
づ
き
作
成
す
る
地
球
温 

 
 



暖
化
対
策
計
画
書
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

５ 
条
例
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
を
す
る
必
要
が
な
い
と 

 
 

認
め
る
旨
の
通
知
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書 

 
 

の
案
を
提
出
し
た
者
に
対
し
て
は
計
画
期
間
の
初
年
度
の
十
一
月
末
日
ま
で
に 

 
 

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
案
を
提
出
し
た
者 

 
 

に
対
し
て
は
計
画
期
間
の
初
年
度
の
二
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
一
号
様
式
の 

 
 

四
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
認
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
排
出
状
況
報
告
書
の
提
出
） 

 
 

第
四
条
の
四 

条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
状
況
報
告
書
の
提 

 
 

出
は
、
毎
年
度
六
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
一
号
様
式
の
五
に
よ
る
温
室
効
果 

 
 

ガ
ス
排
出
状
況
報
告
書
提
出
書
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
に
基
づ
き
作
成
す 

 
 

る
排
出
状
況
報
告
書
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
中
間
報
告
書
の
提
出
等
） 

 
 

第
四
条
の
五 

条
例
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
年
度
は
、 

 
 

計
画
期
間
の
第
三
年
度
と
す
る
。 

 
 

２ 

条
例
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
報
告
書
の
提
出
は
、
前
項
の 

 
 

年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
一
号
様
式
の
六
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策 

 
 

中
間
報
告
書
提
出
書
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
に
基
づ
き
作
成
す
る
中
間
報 

 
 

告
書
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

３ 

条
例
第
七
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ 

 
 

る
事
項
と
す
る
。 

 
 

一 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
係
る
措
置 

 
 

二 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
係
る
目
標 

 
 



三 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
係
る
措
置
の
実
施
時
期 

 
 

４ 
条
例
第
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
地
球
温
暖
化
対
策
計
画 

 
 

書
の
提
出
は
、
第
一
項
の
年
度
の
十
二
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
一
号
様
式
の 

 
 

七
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
変
更
提
出
書
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針 

 
 

に
基
づ
き
作
成
す
る
変
更
後
の
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
を
添
え
て
行
わ
な
け 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
計
画
の
中
止
の
申
請
） 

 
 

第
四
条
の
六 

条
例
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
計
画
書
提 

 
 

出
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
者
と
す
る
。 

 
 

 

一 

事
業
活
動
の
縮
小
に
よ
り
条
例
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
中
止
の 

 
 

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
三
箇
年
度
連
続
し
て
第
四
条
第 

 
 

一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
か
っ
た
事
業
者 

 
 

二 

事
業
活
動
の
廃
止
に
よ
り
条
例
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
中
止
の 

 
 

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
年
度
に
お
い
て
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件 

 
 

に
該
当
し
な
く
な
る
こ
と
が
確
実
な
事
業
者 

 
 

三 

事
業
活
動
の
内
容
の
変
更
に
伴
い
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
に
係
る
施
設
、 

 
 

設
備
等
の
状
況
が
著
し
く
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
計 

 
 

画
書
に
掲
げ
る
地
球
温
暖
化
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た 

 
 

事
業
者 

 
 

２ 

条
例
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
八 

 
 

に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
中
止
申
請
書
に
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該 

 
 



当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

３ 
条
例
第
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
九 

 
 

に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
中
止
承
認
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
結
果
報
告
書
の
提
出
） 

 
 

第
四
条
の
七 
条
例
第
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
日
は
、
計 

 
 

画
期
間
の
終
了
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
終
了
の
年
度
の
翌
年
度
の
六
月
末
日 

 
 

、
条
例
第
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は 

 
 

当
該
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を
経
過
し
た
日
と
す
る 

 
 

。 
 

 

２ 

条
例
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
結
果
報
告
書
の
提
出
は
、
別
記
第 

 
 

二
号
様
式
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
結
果
報
告
書
提
出
書
に
、
地
球
温
暖
化
対 

 
 

策
指
針
に
基
づ
き
作
成
す
る
結
果
報
告
書
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 
 

。 
 

 

（
事
業
者
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
の
公
表
等
） 

（
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
の
公
表
等
） 

 

第
五
条 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
内
容
は
、
次
の
表
の
上
欄 

第
五
条 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画 

 

に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
公
表
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
含 

書
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
結
果
の
内 

 

む
も
の
と
す
る
。 

容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 

 

一 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
状
況 

 
 

条
例
第
八
条
第 

一 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
概
況 

 
二 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
係
る
措
置
及
び
目
標 

 

 

一
項
第
一
号 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針 

 
三 
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
に
定
め
る
事
項 

 

 
 

に
定
め
る
事
項 

 
 

 

 

条
例
第
八
条
第 

一 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
状
況 

 
 

 



 
一
項
第
二
号
及 

二 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
係
る
措
置
及
び
目
標 

 
 

 

 
び
第
五
号 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
指 

 
 

 

 
 

針
に
定
め
る
事
項 

 
 

 

 

条
例
第
八
条
第 

一 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
状
況 

 
 

 

 

一
項
第
三
号 
二 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
指
針 

 
 

 

 
 

に
定
め
る
事
項 

 
 

 

 

条
例
第
八
条
第 

一 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
状
況 

 
 

 

 

一
項
第
四
号
及 

二 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
係
る
措
置
の
実
施
状 

 
 

 

 

び
第
六
号 

況
及
び
目
標
の
達
成
状
況 

 
 

 

 
 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
指 

 
 

 

 
 

針
に
定
め
る
事
項 

 
 

 

２ 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
内
容
は
、
経
営
に
関
す
る
事
項 

 
 

そ
の
他
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
又
は
計
画
書
提
出
事 

 
 

業
者
の
競
争
上
又
は
事
業
運
営
上
の
地
位
そ
の
他
社
会
的
な
地
位
が
損
な
わ
れ 

 
 

る
事
項
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に 
２ 

条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
公
表
は
、
地
球
温
暖
化
対
策 

 

よ
る
公
表
、
環
境
報
告
書
（
環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者 

事
業
者
の
事
業
所
に
お
け
る
備
え
置
き
、
掲
示
そ
の
他
の
容
易
に
閲
覧
で
き
る 

 

等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律 

場
所
、
時
間
等
を
配
慮
し
た
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
の
環
境
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
へ
の 

 
 

掲
載
、
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
又
は
計
画
書
提
出
事
業
者
の
事
業
所
に
お
け 

 
 



る
備
え
置
き
又
は
掲
示
そ
の
他
の
容
易
に
閲
覧
で
き
る
場
所
、
時
間
等
を
配
慮 

 
 

し
た
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

４ 
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に 

３ 

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
表
の
期
限
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
計
画 

 

よ
る
公
表
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

書
の
計
画
期
間
の
終
了
日
と
す
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
特
に
認
め
た
場
合
は
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
結
果
の
提
出
は 

 

一 

条
例
第
八
条
第
一
項
第
一
号 

排
出
概
況
確
認
書
を
提
出
し
た
年
度
の
十 

、
当
該
計
画
の
終
了
し
た
年
度
の
翌
年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
第
二
号 

 

二
月
末
日 

様
式
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
結
果
提
出
書
に
、
別
記
第
二
号
様
式
の
二
に
よ 

 

二 

条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号 

計
画
期
間
の
終
了 

る
地
球
温
暖
化
対
策
結
果
報
告
書
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

日 

５ 

条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
表
の
期
間
は
、
地
球
温
暖
化
の
対
策
の 

 

三 

条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号 

排
出
状
況
報
告
書
を
提
出
し
た
年
度
の
翌 

結
果
を
提
出
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
お
お
む
ね
九
十
日
間
と
す
る
。 

 

年
度
の
六
月
末
日 

 
 

四 

条
例
第
八
条
第
一
項
第
六
号 

計
画
期
間
の
終
了
の
場
合
に
あ
っ
て
は
結 

 
 

果
報
告
書
を
提
出
し
た
年
度
の
十
二
月
末
日
、
条
例
第
七
条
の
四
第
三
項
の 

 
 

規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
結
果
報
告
書
を
提
出
し
た
日 

 
 

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
百
八
十
日
を
経
過
し
た
日 

 
 

（
知
事
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
の
公
表
等
） 

 
 

第
五
条
の
二 

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
公
表
の
内
容
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

２ 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行 

 
 

う
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

東
京
都
環
境
局
（
以
下
「
環
境
局
」
と
い
う
。
）
で
の
閲
覧 

 
 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表 

 
 

三 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
方
法 

 
 



（
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
等
の
評
価
） 

 
 

第
五
条
の
三 

条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
内
容
の
通
知
は 

 
 

、
別
記
第
二
号
様
式
の
二
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
評
価
通
知
書
に
よ
り
行
う 

 
 

も
の
と
す
る
。 

 
 

２ 

条
例
第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ 

 
 

り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

環
境
局
で
の
閲
覧 

 
 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表 

 
 

三 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
方
法 

 
 

３ 

条
例
第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
通
知
を
行
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
計 

 
 

画
期
間
の
終
了
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 


